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１ 計画策定の意義  

快適でうるおいのある生活環境の創造のためには、大量生産、大量消費、

大量廃棄に支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社会を形

成していく必要がある。そのためには、社会を構成する主体がそれぞれの立

場でその役割を認識し、履行していくことが重要である。 

本計画はこのような状況のなか、容器包装に係る分別収集及び再商品化の

促進等に関する法律（以下「法」という）第８条に基づいて一般廃棄物の大

宗を占める容器包装廃棄物を分別収集し、及び地域における容器包装廃棄物

の３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）を推進し、市民・事業者・行

政それぞれの役割や、具体的な推進方策を明らかにし、これを公表すること

により、すべての関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものであ

る。 

本計画の推進により、容器包装廃棄物の３Ｒを推進することによって、廃

棄物の減量や最終処分場の延命化、温室効果ガスの削減、資源の有効利用が

図られ、循環型社会の形成が図られるものである。 

 

２ 基本的方向 

本計画を実施するにあたっての基本的方向を以下に示す。 

① ごみの発生抑制の推進 

   ② ごみの排出抑制・分別排出の推進 

   ③ 環境に負荷の少ない循環型処理の推進 

  ④ 市民、事業者、行政間の連携及び協力 
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３ 計画期間 

本計画の計画期間は、令和８年４月を始期とする５年間とし、令和１０年

度に見直す。 

 

４ 対象品目 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラ

ス製容器（無色・茶色・その他）、飲料用紙製容器、段ボール、紙製容器包

装【実施検討中】、ペットボトル、プラスチック製容器包装【実施検討中】

を対象とする。 

 

５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み 

（法第８条第２項第１号） 

      年度 

項目 

令和 

8 年度 

令和 

9 年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 

容器包装廃棄物 5,536ｔ 5,535ｔ 5,535ｔ 5,535ｔ 5,535ｔ 
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６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項  

（法第８条第２項第２号） 

容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を図るため、以下の方策を実施する。 

なお、実施に当たっては、市民、事業者、再生事業者等がそれぞれの立場

から役割を分担し、相互に協力・連携を図ることが重要である。 

また、廃棄物減量等推進員によりリサイクル活動を推進している。 

区 分 施策名 施策の内容 

審議会 廃棄物減量等推進審議会 ・廃棄物減量等推進審議会の開催 

啓発活動 

広報活動 ・市広報、ホームページ、ＳＮＳ等 

リサイクル施設等の見学会 ・クリーンセンター見学会 

講座の開催 ・市民講座 

小売販売店による減量化・

資源化の促進 
・ごみ減量化・資源化協力店制度 

リユースの促進 
・子供服リユースイベント（ガウラの古着屋

さん）の実施 

リサイクル 

活動等への 

支援策 

資源回収活動推進助成金 
・資源回収活動推進助成金の交付 

（自治会回収・団体回収） 

経済的手法 ごみ指定袋制度 ・ごみ指定袋による有料化 

資源回収 

資源ごみの分別収集 

・スチール製容器 

・アルミ製容器 

・ガラス製容器（無色･茶色･その他） 

・飲料用紙製容器 

・段ボール 

・ペットボトル 

中間処理施設での資源回収 

・スチール製容器 

・アルミ製容器 

・ガラス製容器（無色･茶色･その他） 

・飲料用紙製容器 

・段ボール 

・ペットボトル 
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７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄

物の収集に係る分別の区分 

（法第８条第２項第３号） 

一般廃棄物処理基本計画、廃棄物処理施設の整備状況及び再商品化計画等

を総合的に勘案し、分別収集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のよう

に定める。 

また、市民の協力度、収集委託業者が有する収集機材、選別施設等を勘案

し、収集に係る分別の区分は、下表右欄のとおりとする。 

なお、紙製容器包装及びプラスチック製容器包装は分別収集実施検討中で

ある。 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製容器 

空き缶類 

主としてアルミ製容器 

主としてガラス製の容器 

無色のガラス製容器 

ガラスびん 茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

主として紙製の容器であって飲料を充てんするための

もの（原材料としてアルミニウムが利用されているもの

を除く。） 

紙パック 

主として段ボール製の容器 段ボール 

主としてポリエチレンテレフタレート（PET）製の容器

であって飲料又はしょうゆその他主務大臣が定める商

品を充てんするためのもの 

ペットボトル 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量

及び法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み 

（法第８条第２項第４号）

 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

主としてスチール製

の容器 
85ｔ 85ｔ 85ｔ 85ｔ 85ｔ 

主としてアルミ製の

容器 
132ｔ 132ｔ 132ｔ 132ｔ 132ｔ 

無色のガラス製容器 

（合計） 

110ｔ 

（合計） 

110ｔ 

（合計） 

110ｔ 

（合計） 

110ｔ 

（合計） 

110ｔ 

（引渡量） 

109ｔ 

(独自処理量) 

1ｔ 

（引渡量） 

109ｔ 

(独自処理量) 

1ｔ 

（引渡量） 

109ｔ 

(独自処理量) 

1ｔ 

（引渡量） 

109ｔ 

(独自処理量) 

1ｔ 

（引渡量） 

109ｔ 

(独自処理量) 

1ｔ 

茶色のガラス製容器 

（合計） 

124ｔ 

（合計） 

124ｔ 

（合計） 

124ｔ 

（合計） 

124ｔ 

（合計） 

124ｔ 

（引渡量） 

123ｔ 

(独自処理量) 

1ｔ 

（引渡量） 

123ｔ 

(独自処理量) 

1ｔ 

（引渡量） 

123ｔ 

(独自処理量) 

1ｔ 

（引渡量） 

123ｔ 

(独自処理量) 

1ｔ 

（引渡量） 

123ｔ 

(独自処理量) 

1ｔ 

その他のガラス製容

器 

（合計） 

69ｔ 

（合計） 

69ｔ 

（合計） 

69ｔ 

（合計） 

69ｔ 

（合計） 

69ｔ 

（引渡量） 

68ｔ 

(独自処理量) 

1ｔ 

（引渡量） 

68ｔ 

(独自処理量) 

1ｔ 

（引渡量） 

68ｔ 

(独自処理量) 

1ｔ 

（引渡量） 

68ｔ 

(独自処理量) 

1ｔ 

（引渡量） 

68ｔ 

(独自処理量) 

1ｔ 

主として紙製の容器

であって飲料を充て

んするためのもの 

(原材料としてアルミ

ニウムが利用されて

いるものを除く。) 

15ｔ 15ｔ 15ｔ 15ｔ 15ｔ 

主として段ボール製

の容器 
897ｔ 897ｔ 897ｔ 897ｔ 897ｔ 

主として紙製の容器

包装であって上記以

外のもの 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（引渡量） 

― 

(独自処理量) 

― 

（引渡量） 

― 

(独自処理量) 

― 

（引渡量） 

― 

(独自処理量) 

― 

（引渡量） 

― 

(独自処理量) 

― 

（引渡量） 

― 

(独自処理量) 

― 

主としてポリエチレ

ンテレフタート 

（ＰＥＴ）製の容器で

あって飲料又はしょ

うゆその他主務大臣

が定める商品を充て

んするためのもの 

（合計） 

176ｔ 

（合計） 

176ｔ 

（合計） 

176ｔ 

（合計） 

176ｔ 

（合計） 

176ｔ 

（引渡量） 

109ｔ 

(独自処理量) 

67ｔ 

（引渡量） 

109ｔ 

(独自処理量) 

67ｔ 

（引渡量） 

109ｔ 

(独自処理量) 

67ｔ 

（引渡量） 

109ｔ 

(独自処理量) 

67ｔ 

（引渡量） 

109ｔ 

(独自処理量) 

67ｔ 

主としてプラスチッ

ク製の容器包装であ

って上記以外のもの 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（引渡量） 

― 

(独自処理量) 

― 

（引渡量） 

― 

(独自処理量) 

― 

（引渡量） 

― 

(独自処理量) 

― 

（引渡量） 

― 

(独自処理量) 

― 

（引渡量） 

― 

(独自処理量) 

― 

 
（合計） 

― 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（引渡量） 

― 

(独自処理量) 

― 

（引渡量） 

― 

(独自処理量) 

― 

（引渡量） 

― 

(独自処理量) 

― 

（引渡量） 

― 

(独自処理量) 

― 

（引渡量） 

― 

(独自処理量) 

― 
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量

及び法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法 

特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定す

る主務省令で定める物の量の見込み 

＝ 直近年度の分別基準適合物の収集実績×人口変動率 

 

また、人口変動率については、袖ケ浦市総合計画後期基本計画策定に係る基

礎調査報告書における将来人口推計を基に、各年度の人口推計の予測値から乖

離値を加味して各年度の人口推移予測を積算し、次のとおり設定した。 

なお、乖離値については令和６年度の人口推計の予想値である６６，１０９

人と実績値である６５，９８０人との差である１２９人とした。 

 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

66,161 人 

（対前年度比） 

100.00％ 

66,158 人 

（対前年度比） 

100.00％ 

66,154 人 

（対前年度比） 

99.99％ 

66,150 人 

（対前年度比） 

99.99％ 

66,147 人 

（対前年度比） 

100.00％ 
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１０ 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号） 

分別収集を実施する者に関する事項は、下表のとおり。 

なお、紙製容器包装及びプラスチック容器包装の分別収集の実施に当たり、

現行の収集体制を見直す必要があり、今後も検討していくものとする。 

容器包装廃棄物の 

種類 

収集に係る 

分別の区分 
収集・運搬段階 選別・保管等段階 

金

属 

スチール製容器 

空き缶類 

市（委託業者）による 

定期収集 

（ごみステーション） 

 

資源回収自治会事業

（委託業者）による団

体回収 

 

ＰＴＡ等団体による団

体回収 

市収集分は市 

資源回収自治会事業

分は委託業者 

団体回収分は市民 アルミ製容器 

ガ

ラ

ス 

無色のガラス製容器 

ガラスびん 

市収集分は市 

資源回収自治会事業

分は市 

団体回収分は市民 

茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

紙

類 

飲料用紙製容器 紙パック 市収集分は市 

資源回収自治会事業

分は委託業者 

団体回収分は市民 段ボール 段ボール 

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク 

ペットボトル ペットボトル 

市収集分は市 

資源回収自治会事業

分は市 

団体回収分は市民 
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１１ 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号） 

分別収集を実施する者に関する事項は、下表のとおり。 

なお、紙製容器包装及びプラスチック容器包装の分別収集の実施に当たり、

現行の収集体制を見直す必要があり、今後も検討していくものとする。 

分別収集する容器 

包装廃棄物の種類 

収集に係る 

分別の区分 
収集容器 収集車 中間処理 

スチール製容器 

空き缶類 

市 収 集 分 は

市販ポリ袋 

 

資 源 回 収 自

治 会 事 業 分

は プ ラ ス チ

ッ ク コ ン テ

ナ 

市収集分は４

ｔ平ボディ車

（３台） 

 

資源回収自治

会事業分は２

ｔ（３台） 

 

粗大ごみ処理

施設（選別・保

管・圧縮施設） 

 

民間業者の施

設（保管・圧縮

施設） 

アルミ製容器 

無色のガラス製容器 

ガラスびん 茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

飲料用紙製容器 紙パック 紐で縛る 

段ボール 段ボール 紐で縛る 

ペットボトル ペットボトル 

市 収 集 分 は

市販ポリ袋 

 

資 源 回 収 自

治 会 事 業 分

は プ ラ ス チ

ックネット 
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分別収集に必要な施設計画 

施設の種別 

対象とする容器 

包装廃棄物等の 

種類、量等 

施設等の仕様（形状、形式、能力、 

数量等）及び整備計画 
管理主体等 

参考欄 

（現有施設

状況） 

【排出段階】 

1.排出容器 

1.1 

袋 

a.空き缶類 

b.ガラスびん 

c.ペットボトル 

透明又は半透明のポリ袋 市民 市収集分 

1.2 

コンテナ 

d.空き缶類（ス

チール缶、アル

ミ缶分別） 

材質：ポリプロピレン製 

外寸：６９５mm×５０３mm×３３８mm 

容量：８０リットル 

数量：収集箇所１箇所あたり２～１２個 

市 

(委託業者) 

資源回収自

治会事業分 

e. ガ ラ ス び ん

（無色、茶、その

他分別） 

材質：ポリプロピレン製 

外寸：５６９mm×３５９mm×３０５mm 

容量：４６．５リットル 

数量：収集箇所１箇所あたり３～６個 

1.3 

ネット 
f.ペットボトル 

材質：ＰＥＴ再生品 

外寸：１００cm×１００cm 

容量：２００リットル 

数量：収集箇所１箇所あたり１～１０枚 

2.集積場所 

2.1 

ごみステーション 

a.空き缶類 

b.ガラスびん 

c.ペットボトル 

紙パック 

段ボール 

ごみステーション 市民 市収集分 

2.2 

資源回収自治会事

業回収拠点 

d.空き缶類 

e.ガラスびん 

f.ペットボトル 

紙パック 

段ボール 

資源回収自治会事業回収拠点 市民 
資源回収自

治会事業分 
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【運搬段階】 

3.専用車両 

3.1 

市収集分用平ボデ

ィ車 

a.空き缶類 

b.ガラスびん 

c.ペットボトル 

紙パック 

段ボール 

形状：平ボディ車 

最大積載量：４ｔ 

数量：３台 

市 

(委託業者) 
市収集分 

3.2 

資源回収自治会事

業用平ボディ車 

 

d.空き缶類 

e.ガラスびん 

f.ペットボトル 

紙パック 

段ボール 

 

形状：平ボディ車 

最大積載量：２ｔ 

数量：３台 

市 

(委託業者) 

資源回収自

治会事業分 

【中間処理段階】 

4.選別・保管・圧縮施設 

4.1 

粗大ごみ処理施設 

①選別・圧縮設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ストックヤード 

 

 

a.空き缶類 

 

 

 

b.ガラスびん 

 

 

 

 

c.f. 

ペットボトル 

 

 

（仕様） 

主要機器：手選別コンベヤ、磁選機、 

減容機 

能力：０．３１ｔ/ｈ 

（仕様） 

主要機器：手選別コンベヤ、磁選機、 

減容機 

能力：０．３３ ｔ/ｈ 

 

（仕様） 

主要機器：減容器 

能力：０.１５～０.２ｔ/ｈ 

市 

(委託業者) 
市収集分 

 

a.空き缶類 

アルミ缶 

形状：施設内ストックヤード 

 

３ｍ×６ｍ＝１８㎡ 

市 

(委託業者) 
市収集分 
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スチール缶 

 

b.e.ガラスびん 

無色 

茶色 

その他 

 

c.f. 

ペットボトル 

 

 

 

紙パック 

 

段ボール 

３ｍ×６ｍ＝１８㎡ 

 

 

３ｍ×６ｍ＝１８㎡ 

３ｍ×６ｍ＝１８㎡ 

３ｍ×６ｍ＝１８㎡ 

 

 

８.１ｍ×５．４ｍ＝４３．７４㎡（屋外） 

１５ｍ×１．１ｍ＝１６．５㎡（屋外） 

１５ｍ×１．１ｍ＝１６．５㎡（屋外） 

 

４．１ｍ×３．１ｍ＝１２．７㎡ 

 

６．６ｍ×５．０＝３３．０㎡（屋外） 

 

4.2 

資源回収自治会事

業用保管施設 

①選別・圧縮設備 

 

 

②ストックヤード 

 

 

 

d.空き缶類 

 

 

 

主要機器：ベルトコンベア、磁選機、 

減容器 

能力：スチール缶のみ ０．４２ｔ／ｈ 

   アルミ缶のみ  ０．１２ｔ／ｈ 

市 

(委託業者) 

資源回収自

治会事業分 

d.空き缶類 

紙パック 

段ボール 

形状：施設内ストックヤード 

３３７.５㎡ 
市 

(委託業者) 

資源回収自

治会事業分 
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１２ その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

市民や事業者の意見、要望を反映させ、容器包装廃棄物の分別収集を円滑か

つ効率的に進めていくとともに、市民と事業者との対話や普及啓発活動を促進

するため、市民や事業者、行政からの委員で構成された廃棄物減量等推進審議

会を設置し、推進体制を整備する。 

また、自治会等の市民団体による集団回収を促進するため、資源回収活動推

進助成金の交付を行うとともに、分別指導及び回収場所の管理を実施するため、

廃棄物減量等推進員制度を活用し、市民に資源物の分別排出等への理解と協力

を求めていく。 

 


